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別紙 

一般会計決算審査特別委員会における審査の経過と結果について 

（審査日：令和２年１０月１、２、５日） 

 

１．令和元年度決算の概要 

 歳 入 決 算 額 

 歳 出 決 算 額    

歳入歳出差引残額 

翌年度へ繰り越すべき財源      

実 質 収 支 額  

５４９億６４８０万１２７０円 

５４４億７７７６万８９５９円 

４億８７０３万２３１１円 

  ８２０２万２３５６円 

４億 ５００万９９５５円 

 

２．質疑の概要 

⑴ 第１表 歳入 

 

第１款 市税 

  問 当該年度における滞納対策の取り組み、とりわけ高額滞納者の滞納解消に向けた取り組

み状況及び今後の見通しについて伺いたい。 

  答 滞納対策の取り組みについては、少額の滞納者に対しては、呼びかけセンターによる電

話催告、高額滞納者に対しては、催告に加えて財産調査を行った後に滞納処分を行ってい

る。具体的には、不動産を差し押さえた上での納税折衝や生命保険契約上にある金銭債権

の差し押さえ等の措置を行っているが、差し押さえた物件の公売については、処分をして

も先順位抵当権等の設定があり、配当が見込めないことが多いことから令和元年度は実施

していない。 

    今後も、納税に向けた相談にも応じながら分納誓約を交わすなど、自主納付を原則とし

た丁寧な取り組みを継続していきたい。 

 

第１項 市民税 

  問 監査委員の意見書によると、法人税割において、法人課税の均等割が増加したことに加

えて、一部業種で業績が良好だったことにより、前年度より３．９％増収していることが

示されているが、その詳細を伺いたい。 

  答 法人課税の均等割については、資本金や従業員数に応じて法人区分を行っている。令和

元年度では、均等割が４９万２０００円の法人区分７から、３６０万円としている法人区

分９へ移行した法人が３社あった。あわせて、赤字法人が４５社減少する一方で、黒字法

人が４社増加したこともあり、全体として３４２８万９４２０円増加している。 
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第２項 固定資産税 

  問 歳入の根幹となる固定資産税については、過去の推移をみると収入額が逓減する状況に

あるが、評価額に連動する近年の地価の動向を伺いたい。また、キセラ川西地区では事業

の進捗により住宅の新築が見受けられるなど、固定資産税の増収要因があると考えるが、

令和元年度はどの程度の影響があったのか伺いたい。 

  答 本市の地価の動向については、市の中心部は上昇傾向が見受けられるものの、全体とし

ては低下傾向にある。このような中で、令和元年度は、大規模家屋の新築により、固定資

産税が前年度より０．９％、金額にして６３２５万６７８９円増加している。 

キセラ川西地区における令和元年度の課税総額は約１億３１５２万円となっており、前

年度に比べて約１０００万円の増加となっている。 

 

第４項 たばこ税 

  問 市たばこ税は課税標準数量が減少傾向にあるものの、今回の決算では増税の影響もあり

前年度比約１．５％増の６億５２１６万８５７８円を収入している。市民の健康といった

観点では本数の減少は望ましいものの、一方で税収の減が危惧されることから、たばこ税

に関する市の考え方を伺いたい。 

  答 市としては、健康や受動喫煙防止といった観点から、特に高齢者や子どもたちにはたば

この健康上のリスクをしっかりと伝えなければならないと考えている。他方で、たばこ税

の収入も貴重な財源であり、嗜好品として認められる以上、喫煙者人口は減らしながらも、

税収は一定確保するという国の流れに合わせて、市内での購入を促進する取り組みも必要

ではないかと感じている。 

 

 

第２款 地方譲与税 

第３項 森林環境譲与税 

  問 ６２２万２０００円を収入している森林環境譲与税については、決算参考資料において、

本税の充当内訳として「人材育成・担い手の確保」とあるが、今回の具体的な充当先のほ

か、当該目的以外の活用のあり方について伺いたい。 

  答 当該譲与税は、いわゆる森林の整備やそれに係る人材育成、担い手の確保、木材の利用

促進・普及啓発等に活用することとされている。 

    本市では、小学校で実施している里山体験学習及び森林ボランティアの活動支援に対す

る補助金に充当しているが、他に同様の活動があれば充当の対象となり得るものと考えて

いる。 

 



- 3 - 

 

第４項 航空機燃料譲与税 

  問 本譲与税の充当先内訳が参考資料に示されているが、このうち、空港に関連する「道路

の整備」、「下水道の整備」及び「公園の整備」について、具体的な充当に関する考え方を

伺いたい。 

  答 本税の充当内訳に係る考え方であるが、騒音対策区域内の下水道、公園整備に係る事業

については、基本的にその事業の一般財源部分に充当しており、特に公園整備に関しては、

公園長寿命化の中で遊具更新等にも相当額を充当している。また、道路の維持・管理につ

いては、市内の至るところで日常的に事業が行われていることから、騒音地区の全市街化

区域に占める面積割合に応じて配分、充当する考えをとっている。 

 

 

第３款 利子割交付金 

第１項 利子割交付金 

  問 元年度では、対前年比４８．８％減の２６３８万３０００円が収入されているが、収入

額が大幅に減少した要因を伺いたい。 

  答 金融機関において預金利率の高かった時代の定期預金が集中的に満期を迎え、現在のよ

うな低金利商品に置き換わったことが主な要因であり、全国的にも半減の傾向となってい

る。 

 

 

第４款 配当割交付金 

  質疑なし 

 

 

第５款 株式等譲渡所得割交付金 

  質疑なし 

 

 

第６款 地方消費税交付金 

第１項 地方消費税交付金 

  問 令和元年１０月１日から消費税及び地方消費税率が８％から１０％に引き上げられたに

もかかわらず、当該交付金は、前年度比約３．７％減の２３億３４２２万９０００円が収

入される結果となっていることから、減額理由について市の見解を伺いたい。 

  答 消費税及び地方消費税の増税に伴う消費の低迷に加え、中国等との貿易が大幅に減少し、
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貨物割が低下したことが、税収減が大きく作用している。 

 

 

第７款 ゴルフ場利用税交付金 

  質疑なし 

 

 

第８款 自動車取得税交付金 

  質疑なし 

 

 

第９款 環境性能割交付金 

  問 当該交付金は、令和元年１０月の軽自動車税環境性能割の創設に伴うものだが、使途に

制限はないのか。 

  答 本交付金については、その使途に特に制限は設けられていない。 

 

 

第１０款 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

第１項 国有提供施設等所在市町村助成交付金 

  問 当年度では、前年度比６４万３０００円増の１８４２万９０００円が収入されているが、

この増額はかねてより要望していた固定資産税及び都市計画税相当額との差を埋めるべく

要望してきた成果と見てよいのか、市としての見解を伺いたい。 

  答 増額となった要因としては、国の当該交付金総額が令和元年度に８億円増額されたこと

によるものと思われるが、このような措置は本市を初めとする自治体の要望の一部が形に

なったものであると考えている。 

 

 

第１１款 地方特例交付金 

第２項 子ども・子育て支援臨時交付金 

  問 令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が開始されたが、当該年度おける無償化に

係る費用は全額国費で措置されているという理解でよいか。また、令和２年度以降の当該

経費の財源見込みについても伺いたい。 

  答 今回の臨時交付金は、消費税増税に伴う財源が元年度は市へ交付されないため、公立私

立の区別なく保育園・幼稚園等にかかる保育料や預かり保育など、市が負担することとさ
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れる部分も含め、全額が国から交付されたものである。 

  答 令和２年度以降は、普通交付税の基準財政需要額に算入される形となるため、普通交付

税が増額されるものと考えている。 

 

 

第１２款 地方交付税 

  質疑なし 

 

 

第１３款 交通安全対策特別交付金 

  質疑なし 

 

 

第１４款 分担金及び負担金 

第２項 負担金 

 第２目 民生費負担金 

  問 民生費負担金の不納欠損額は、老人福祉施設入所負担金で１００６万４９１５円となっ

ており、児童福祉費負担金に比較して多額となっていることから、その要因を伺いたい。 

  答 老人福祉費負担金において、今回、不納欠損として処理した件数は２件であるが、内１

件が９８４万２２５６円と高額滞納案件であったことによるものである。当然ながら、当

該対象者に対しては支払いに関する相談も行い、分納誓約等の措置を行ってきたものの、

生活困窮により支払いが困難になったものである。 

 

 

第１５款 使用料及び手数料 

第１項 使用料 

 第１目 総務使用料 

  問 議案質疑資料によると、キセラ川西地区における駐車場使用料について、キセラ川西プ

ラザの３駐車場は年度末の新型コロナウイルス感染症の影響に伴う施設の一部閉館もあ

り、当初予算より少ない収入となっていることを確認している。一方で、市民温水プール

の駐車場は同時期に施設が閉館したにもかかわらず、当初予算を上回る収入となっている

が、この要因について伺いたい。 

  答 市民温水プール施設周辺においては、マンション建設を含めた工事が増加しており、こ

れに伴う関係車両が当該駐車場を利用していたことが影響していると考えている。 



- 6 - 

 

なお、同施設の駐車可能台数は３８台であるが、これらの車両駐車による施設利用者か

らの苦情等は受けていない。 

 

 

第１６款 国庫支出金 

第１項 国庫負担金 

 第２目 民生費国庫負担金 

  問 議案質疑資料によると、障害福祉サービス事業負担金や生活保護扶助費負担金にかかる

国庫補助率が昭和５９年度当時より低下しているが、これら減額された国庫負担金はどの

ような形で補填されてきているのか伺いたい。 

  答 これら二つの負担金に共通しているのは、補助率が引き下げられた部分について一般財

源化されることから、普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなる。 

 

 

第１７款 県支出金 

  問 議案質疑資料によると、県からの負担金、補助金も国庫支出金と同様に過去から補助率

や補助額が引き下げられている事業が見受けられるが、国と同様に他で補填されるのか。 

  答 県からの負担金、補助金において負担割合が減額した背景は、県の行財政改革による措

置であることが多く、これらの減額分の補填措置はない。 

 

 

第１８款 財産収入 

第２項 財産売払収入 

 第１目 不動産売払収入 

  問 不動産売払収入として３１２６万２９２７円が収入されている点を捉え、議案質疑資料

によると、このうち西宮市鳴尾地内の市有地売却収入が２４５２万９５１円と大きな部分

を占めていることから、この売り払い根拠を伺いたい。 

  答 当該売払収入は、兵庫県と阪神７市１町が合同で出資していた阪神友愛食品工業の跡地

の処分にかかるものであり、出資割合に応じて面積按分を行ったうえで、売却収入を各市

で収入している。 

 

  問 当初予算において売却予定として計上されていた旧消防本部跡地について、部分的な売

却となったことや、旧加茂保育所及び旧文化会館跡地の売却が見送られたことに係る経緯

について伺いたい。 
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  答 旧消防本部跡地については、当初は一体的な活用又は売却を検討していたが、現在の消

防本部出入口に隣接する土地を取得する際に、土地所有者との協議の中で旧消防本部跡地

の約半分を代替地として希望されたことから、今回の売却に至ったものである。 

    また、旧加茂保育所跡地については、新型コロナウイルスの影響もあり今回見送られた

ほか、旧文化会館跡地は県と協議しながら土壌汚染対策調査に着手するなど、令和元年度

では、関係機関との調整、スケジュールの見直し等に伴い売却を見送っている。 

 

 

第１９款 寄附金 

第１項 寄附金 

 第１目 一般寄附金 

  問 ふるさとづくり寄附金が令和元年度は１億３６６６万８７００円収入されているが、寄

附者の居住地について市内・市外の内訳を伺いたい。 

  答 市内居住者からの寄附は１６件、市外居住者からの寄附が２２００件となっている。 

 

 

第２０款 繰入金 

  質疑なし 

 

 

第２１款 繰越金 

  質疑なし 

 

 

第２２款 諸収入 

第１項 延滞金、加算金及び過料 

  問 元年度、２５５５万３１７０円が収入されている延滞金に関して、滞納者から納税等の

支払いを受けたときの充当順序や、延滞金が高額になった滞納者への納税に向けた対応に

ついて伺いたい。 

  答 延滞金の収納に際しては、まずは本税の納付を優先し、そののち延滞金を納付していた

だくほか、高額となった延滞金については、滞納者の事情に応じて分納による対応を行っ

ている。 
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⑵  同  歳出 

 

第２３款 市債 

  質疑なし 

 

 

第１款 議会費 

  質疑なし 

 

 

第２款 総務費 

第１項 総務管理費 

 第１目 一般管理費 

  問 令和元年度、２０５万７５７３円を執行している契約事業について、議案質疑資料によ

り本市の過去３年間の業務委託について契約方法と金額の一覧が示されたが、本市におけ

る契約のあり方に関して、現状をどう評価しているのか市の見解を伺いたい。 

  答 本市における契約制度については、過去から調達の相手方や経済状況に応じて、随時、

方法の見直しを図ってきたところであるが、このうちプロポーザル方式については、未だ

庁内で統一的な取り扱いが徹底できているとは言えない状況にあり、方式選定の考え方や

評価のあり方の統一化など、一層の取り組みが必要であると認識している。 

今後、プロポーザル方式を初めとした随意契約等による調達については、市にとって効

果的かつ有利な契約が可能となるように基準を作成し、継続的に見直しを図りつつ適正に

事務を進めていきたい。 

 

 第２目 企画費 

  問 組織・定数管理事業に関して、議案質疑資料によると、時間外勤務時間及び年次休暇取

得日数の実績については部署ごとに大きな差が見受けられるところである。これは、各部

署のマネジメントのあり方や業務量と職員数の不整合に起因するものと考えるが、市の認

識及び対応策を伺いたい。 

また、これらの解消に向けて、業務のアウトソーシングやデジタル化への取り組みを進

める必要性を感じているが、市の認識を伺いたい。 

  答 市では、各部署が所管する年度ごとの事業量の増減に合わせて定数を管理しているが、

時間外勤務や年休の取得状況のばらつきを見ると何らかの支障が生じてきているものと認
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識している。したがって、職員配置に関する現状調査を実施し、各部署の事業や定数のあ

り方を把握した上で抜本的な解決策を検討していきたいと考えている。 

  答 各部署の仕事量と職員配置については、これまでのような業務量に応じた定数配分と個

々の職員の能力や適性に基づく働き方との間にギャップがあるものと認識したところであ

り、今般のコロナ禍における組織としての危機管理への対応力の弱さも危惧している。そ

こで、こうした危機的状況を乗り越えるには柔軟な人事配置が必要と考えており、年度途

中においても部局を越えた人事異動を行う取り組みなども協議しながら、適正な定数管理

を進めていきたいと考えている。 

あわせて、単に人を配置すれば問題が解決するとは考えておらず、事業の必要性の精査、

デジタル化やアウトソーシングによる業務の圧縮、日ごろ無自覚に行っている無駄な作業

の是正に取り組む必要があると認識しており、２年度に立ち上げたＩＣＴ総合戦略会議を

中心として働き方に対する職員の意識改革を促すとともに、各部署に対してヒアリングを

行い、意欲が高い部署には着実に人員を配置して業務改善を後押しする考えである。 

 

  問 行財政改革推進事業に関して、成果報告書には、元年度における行財政改革の取り組み

実績のうち、市立川西病院の改革などの「民間の活用」で１億６１１０万円、「組織再編

と人員配置」で６８８４万８０００円の効果額を示されていることから、これらの取り組

み状況について伺いたい。 

  答 「民間の活用」については、主に市立病院改革における指定管理者制度の導入により、

補助金の減額分を効果額としたほか、「組織再編と人員配置」については、平成３０年度

から、従前の室体制を廃止したことによる管理職のコスト削減が影響したものである。 

 

問 参画と協働のまちづくり推進事業について、元年度においては、第２次地方創生総合戦

略策定に係る市民会議や参画と協働のまちづくり推進会議の委員に若年層を積極的に登用

しているが、その成果や取り組み等について伺いたい。 

  答 総合戦略策定に係る市民会議に参加した若年層には、現在自治会に加入していないが、

きっかけがあればまちづくりに参加したいといった思いを持っている人が多いことが判明

した。また、参画と協働のまちづくり推進会議では、４０歳未満の委員枠を設けて公募し

たところ、３５名の応募者の中から１３名に委員に就任いただき、市民会議で判明した活

動のきっかけづくりや、まちづくりに無関心な市民に関心を持っていただくための方策に

ついて議論していただいているところである。 

 

  問 議案質疑資料に示されている、参画と協働のまちづくりにおける１４コミュニティへの

地域づくり一括交付金として合計で５６９７万円を交付されている点を捉え、年度末の活
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動は新型コロナウイルス感染症の影響を受けた可能性があるが、当初予定から減額はなか

ったのか。 

    また、当該交付金創設時は、交付金による活動量の増加に伴い事務などの負担の増加が

地域では懸念されていたが、これまでの運用から市はどう評価しているのか伺いたい。 

  答 令和元年度においては、３月にコロナ禍が影響を及ぼしたが、その時点までに各コミュ

ニティから交付金を財源とする事業は全て完了したとの報告を受けていることから、交付

金を減額せずに確定している。 

    当該交付金創設以前は、使途を指定して補助金を交付していたが、統合して自由度を高

めた結果、地域がこれを順調に活用することで、主体的に活動できるようになったと評価

している。しかし、その一方で、今後の担い手不足が不安材料となっていることから、各

地域がより活性化するよう地域と一緒に考えていきたい。 

 

 第３目 情報化推進費 

  問 情報化事業に関する決算成果報告書では、令和２年度以降の方向性として、住民情報シ

ステムについてはマイナンバーカードの保険証利用等、制度改正への対応を進めるとされ

ているが、当該カードの市の活用方針について伺いたい。 

また、議案質疑資料によると市職員のマイナンバーカードの取得率が３３．８％と低迷

している点に関する市の見解についてもあわせて伺いたい。 

  答 マイナンバーカードについては、コロナ禍における特別定額給付金の申請手続で注目さ

れ一時的に交付件数が伸びたものの、その後、国においてキャッシュレス決済に係るマイ

ナポイント事業を展開されているにもかかわらず、交付件数が伸びていないのが現状であ

る。その要因としては、実際にカードを活用できる場面が少ないことがあげられ、市とし

ても各種証明書のコンビニ交付を既に行っているが、今後も引き続きカードの活用方策を

検討するなど、普及に向けて取り組む考えである。 

  答 市職員のマイナンバーカードの取得に関しては、行政としてカードを普及促進する立場

にあることも十分意識して、強制はできないものの職員に対する周知に意を配していきた

い。 

 

 第７目 公共施設マネジメント費 

  問 市は、公共施設の延床面積については将来的に減少させる方針を公共施設等総合管理計

画において示しているが、決算成果報告書によると、前年度から２年連続で増加している。

この要因及び今後の方向性について伺いたい。 

  答 市としては、当該計画により今後４０年間で２０％削減を目標値として設定しているが、

この２年間は認定こども園等の新設により増加している。今後、法令等の規定で面積を確
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保しなければならないことも予想されるが、既存施設については削減の方向で進めていき

たい。 

 

 第９目 文化振興費 

  問 元年度、３７万６２８円を支出している国際化推進事業を捉え、決算成果報告書による

と、姉妹都市アメリカ合衆国ボーリンググリーン市を紹介するコーナーを市立図書館に展

示したとの記載がある。しかしながら、相互に訪問することもなく、市民の認知度も低い

と考えることから、当該年度における国際交流の取り組みについて伺いたい。 

  答 当年度は、積極的に交流事業を展開したということはなく、ボーリンググリーン市とは

ずいぶん疎遠になっているように感じている。交流事業については相互の意思疎通が重要

であると考えていることから、今後も相手方にアプローチするよう努力したうえで、交流

事業の方向性について検討していきたい。 

 

 第１１目 生活安全費 

  問 生活安全事業において、通学路等に設置した防犯カメラ１６０台に係るシステム賃借料

として１９５９万５５２０円が支出されている点について、設置から３年が経過する中で、

捜査機関への防犯カメラ画像提供件数も年々増加しているが、現在のカメラの設置台数に

係る市の考えを伺いたい。 

  答 防犯カメラについては、子どもの安全確保や犯罪の未然防止といった観点から、小学校

の通学路に「犯罪防止対策 防犯カメラ設置 川西市」の告知板とともに設置している。

市民アンケートでも抑止効果や治安向上に効果があったとの結果が示されており、現在の

台数は適正と考えているが、機器の更新時期を捉え、警察との協議や地域の意見も参考に

しながら設置台数について検討していきたい。 

 

 第１２目 スポーツ振興費 

  問 スポーツ団体の自主活動に対する支援として、体育協会及びスポーツ少年団に３４２万

円の補助金を支出しているが、決算成果報告書によると団体会員数が減少傾向にある。特

にスポーツ少年団においては、チームスポーツである球技は一定人数による活動となるこ

とから、ボランティアの世話役が人数確保に苦労されている状況にあるが、このような現

状に対する市の考えを伺いたい。 

  答 一昔前は、特定のスポーツに子どもたちが集中する風潮があったが、現在においては少

子化の進行と同時に競技が多様化しているほか、スポーツに係るスクールがビジネスとし

て成り立っていることから、団体会員数が減少しているものと考えている。今後、スポー

ツ団体の環境改善に向けて、各スポーツ団体の方々と対話する場を作っていきたいと考え
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ている。 

 

第１３目 アステ市民プラザ運営費 

  問 アステ市民プラザにおける各種証明書等発行枚数は年々増加しており、一定の事業効果

が認められる。また、会議室等の施設利用率についても逓増傾向ではあるものの、平均  

５３．３％にとどまっていることから、現状についての分析や施設利用率向上に向けた取

り組みについて伺いたい。 

  答 施設利用者の利便性・満足度を高めるべく利用者アンケートを実施し、施設を利用する

市民の意向把握に努めているが、施設利用率については昼間に比べ夜間帯がかなり低くな

っている状況である。 

    また、アステギャラリーについては６階という不利な立地条件に加え、当年度末からコ

ロナの影響でほぼ稼働していない状況ではあるが、利用者の増加に向けては、現行の１週

間の貸出単位を改めるなど、使用区分の変更も視野に入れて検討していきたい。 

 

 

第３款 民生費 

第１項 社会福祉費 

第１目 社会福祉推進費 

 問 活動補助金として、２４０４万５５００円が支出されている民生児童委員活動事業に関

し、当該年度は一斉改選の年であったが、改選に当たって従来から指摘されている欠員の

解消に向けた市の取り組みについて伺いたい。 

また、欠員解消のために委員の負担軽減が必要であると考えるが、市の検討状況につい

ても伺いたい。 

 答 民生委員・児童委員については全国的な制度であることから、欠員解消に向けた市独自

での取り組みには限界があるが、元年度の改選にあたっては、活動に支障がないという条

件はあるものの７５歳定年としていた年齢要件について一部緩和されている。加えて、市

としても退職した職員を訪問して就任を依頼するなどの取り組みを行ったところである。 

   このように民生委員・児童委員の担い手が不足している状況の中で、委員の負担軽減は

重要な要素を考えている。今回の一斉改選に当たっては、地域のコミュニティや自治会長、

あるいは５地区の会長とも負担軽減に向けて協議しているほか、福祉委員との兼務の可否

についても市社会福祉協議会と調整している。 

 

 問 地域福祉計画推進事業に関する決算成果報告書「課題と改善について」の記載によると、

避難行動要支援者支援対策に関して、要支援者が安全に避難できるよう個別支援計画を作
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成することが課題とされているが、市の取り組み状況を伺いたい。 

 答 従前、福祉部局を主担当としていた個別支援計画の策定について、防災部局と連携する

とともに、ケアマネージャーや障害関係の生活支援相談員と協力するなど、県の制度も活

用しながら取り組みを行っている。 

 

 問 地域福祉活動支援事業において、成果報告書によると、元年度では、川西市自殺対策計

画を策定し、自殺防止対策に努めたとのことだが、その詳細と成果について伺いたい。 

 答 令和元年度初めての取り組みとして、市職員と市民それぞれに向けてゲートキーパー養

成講座を実施しており、市職員向けには１８名、市民向けには２４名の参加があった。ま

た、市内の中学校に対する「いのちの授業」や「いのちとこころのセミナー」については、

計画策定前から継続して実施している状況である。 

 

第２目 人権推進費 

 問 子どもの人権オンブズパーソン事業について、決算成果報告書によると、５年間で新規

の調査件数は１件、元年度の相談者数は１６５人という実績に対し、専門員１０名は多い

ように感じられる。また、相談室の建物借上料１７５万１３４０円について、教育支援セ

ンターの相談室やキセラ川西プラザなど市の施設を利用して相談を受けることも可能であ

ると考えるが、これらを見直す考えについて伺いたい。 

 答 子どもの人権オンブズパーソン制度における調査とは、相談を受け、関係機関と調整し

ても問題解決に至らず、擁護・救済の申し立てがなされて実施するもので、相談を受けた

案件が調査まで至っていないのが現状ある。また、専門員については、通常の相談・調整

活動において、専門家のアドバイスや意見が必要な場合に、各事案に合った１名もしくは

２名に活動していただいており、多いとは考えていない。 

一方、子どもオンブズくらぶ相談室については、子どもたちが家庭のリビングのような

雰囲気の中でリラックスして相談できるように設けており、また保護者と子供を分けて同

時に相談に応じることもできるよう設置しているものであり、必要性は高いと考えている

ため、このまま維持していきたいと考えている。 

 

第５目 福祉医療費 

  問 障害者医療扶助事業において、元年７月より市単独で中程度の障害者への外来医療費助

成が開始され、制度の拡充が図られているが、その実績と今後の見通しについて伺いたい。 

  答 令和元年度は、心身障害で８件の６万１４６９円、精神障害で２２件の９万８０８４円

の助成を行った。この医療費助成は、７月より開始したものであり、現物給付ではなく償

還払いであるため、令和元年度については約半年分の支給実績となっている。今後、当該
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制度の周知を図っていく必要があると考えており、支給額が増加していくものと見込んで

いる。 

 

  問 乳幼児等医療扶助事業に関して、議案質疑資料や決算成果報告書を精査すると、受給者

数が減少する一方で支給額が逓増していることから、市はこれをどのように分析している

のか伺いたい。 

  答 子どもの数が減少傾向にある中で、受給対象者も減少することが想定されるが、平成  

２９年７月から、未就学児の所得制限撤廃や小学４年生から中学３年生を対象とした医療

費の自己負担割合を２割から１割に変更するなどの拡充を行った結果、医療扶助費が増加

したものと分析している。今後は、将来にわたって持続的・安定的な制度となるよう、自

己負担や所得要件のあり方について、慎重に検討していきたい。 

 

第７目 医療保険費 

  問 後期高齢者健康診査助成事業で３６７６万３１３４円が支出されている健康診査業務委

託料及び１１９５万２０００円が支出されている人間ドック助成について、対象者が年々

増加し、受診率も増加傾向にあるが、事業効果や今後の方向性について、市の考えを伺い

たい。 

  答 後期高齢者への健康診査は、生活習慣病などの疾病を早期に発見し、重症化を予防する

とともに、適切な医療に繋げることで医療費を抑制する効果が期待できることから、今後

とも積極的に実施し、受診率を上げていきたいと考えている。また人間ドック助成につい

ても、健康に不安のある方や現役世代の時から引き続いて受診される方もいるため、継続

する考えである。 

 

第２項 老人福祉費 

 第１目 老人福祉推進費 

  問 決算成果報告書によると、在宅高齢者支援事業において、虐待等で緊急避難が必要とな

った高齢者の養護老人ホーム短期入所措置に係る費用として１３７万４０００円が支出さ

れている。このような緊急避難を必要とする高齢者等がある中で、在宅高齢者支援事業を

今後どのように進めていこうとしているのか市の考えを伺いたい。 

  答 令和元年度、養護老人ホーム満寿荘へ緊急避難した高齢者は、虐待の疑いによる一時避

難が３件、単身生活困窮による一時保護が１件、認知症による在宅生活困難ケースが１件

となっている。 

在宅高齢者支援事業については、従前、当該事業が在宅介護サービスの中心であったも

のが、介護保険制度が整備された現在では、在宅介護は介護保険サービスを基本とし、そ
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のサービスで賄えない部分について短期入所措置をはじめとした在宅高齢者支援事業で担

うこととなったものであり、医療と連携しながら支援している状況にある。このようなこ

とから、今後の在宅高齢者支援事業のあり方については課題と認識しており、現在、検証

を行っているところである。 

 

  問 高齢者生きがいづくり推進事業に関して、決算成果報告書によると、３カ所の老人福祉

センターや２カ所の老人憩いの家については一時的な閉鎖期間はあるものの、近年、利用

人数が減少しつつあり、加えて施設の老朽化も著しい状況にあることに鑑み、今後のこれ

ら施設のあり方について伺いたい。 

  答 ご指摘のとおり、近年、老人福祉センター等の利用者は逓減しており、これは時代の変

遷とともにスポーツクラブ等の高齢者の居場所が多様化してきたことが原因と考えてい

る。 

    今後の施設のあり方については、設置目的である老人の健康の増進、教養の向上等を図

ることを基本とするのか、フレイル予防や介護予防も合わせた施設とするのかといったこ

とが検討課題になると考える。 

 

第３項 児童福祉費 

 第３目 保育所費 

  問 保育所運営事業について、年度当初の４月１日に保育所に入所している児童数に対する

保育士の配置状況を伺いたい。 

答 市の基準で定める運営基準上必要な保育士については、全員正職員を配置しているが、

要支援児に係る加配等については臨時職員で対応している。 

 

問 質疑資料によると、日本スポーツ振興センター保護者負担金が、保育所２４０円、認定

こども園２００円となっており、同センターのルールに従って徴収されていると考えるが、

市が負担してこの差の解消に向けた検討を当該年度には行っていないのか。 

答 保育所と認定こども園で保護者負担金に差異があることは認識しているが、元年度には

検討していない。 

 

第４項 生活保護費 

 第１目 生活保護費 

  問 生活困窮者自立支援事業において、決算成果報告書によると、相談件数が前年度の   

４７２件から５９６件に増加しているものの、プラン作成件数は５５件から６２件と微増

にとどまっているが、この要因をどのように分析しているのか伺いたい。 



- 16 - 

 

  答 相談件数の増については、年度末に近い２月に実施した、ＬＩＮＥ相談の実施に伴う自

立相談支援事業に係るチラシ配布の効果であると認識しているが、その時点から時間的、

内容的にプラン作成に至らなかった相談内容が多かったのではないかと推測している。 

 

 

第４款 衛生費 

第１項 保健衛生費 

 第１目 保健衛生総務費 

  問 健康づくり推進事業において、健幸マイレージの運営や評価等に係る委託料として  

５３６９万４１２４円が支出されているが、当該業務委託に係る成果について伺いたい。 

また、１人当たりのポイント還元費用が予算に比べて低調であることに関する市の見解

を伺いたい 

 答 当該業務委託により、事務の効率化が図れたほか、「自治体連携ヘルスケアＳＩＢプロ

ジェクト」として、新潟県見附市、千葉県白子町とともに同様の健康課題について、広域

連携による成果連動型手法により事業内容を共有しながら成果に結びつけるよう取り組み

を行ったものである。 

また、ポイント還元が低調である点については、ポイント付与の仕組みに課題があると

考えており、今後、参加者の取り組み意欲の高揚に寄与するような仕組みを検討していき

たい。 

 

  問 母子保健推進事業において、元年度の乳幼児健康診査の受診率は、４カ月児の９７．３

％をはじめ、いずれも高水準を確保しているものの、こういった健康診査事業は、虐待の

早期発見にも寄与するものと考えることから、未受診者への対応を伺いたい。 

  答 乳幼児健康診査の未受診者については、民生委員・児童委員に依頼して、家庭訪問など

を実施し対象者の状況確認に努めており、令和元年度では、転出等による場合を除き、全

ての未受診者と面会を実施している。 

 

 第２目 予防費 

  問 予防事業に関して、決算成果報告書によると、６５歳以上を対象者とした定期予防接種

の接種率は、元年度、高齢者インフルエンザが４７．３％、高齢者肺炎球菌が１８．７％

となっているが、接種率を向上させる余地はあると考える。そこで、高齢者インフルエン

ザの予防接種費用の無償化を含め、これらの接種率向上に向けた方策について本市におけ

る検討状況を伺いたい。 

答 肺炎球菌の予防接種対象者には、毎年４月下旬に個別に通知文書を送付している。また、



- 17 - 

 

インフルエンザについては個別通知までは行っていないものの、広報誌やホームページ、

自治会の回覧等で啓発を行っている。引き続き医師会等とも連携をしながら啓発に努めて

いきたい。 

答 高齢者インフルエンザの予防接種費用については、令和２年度、市民に新型コロナウィ

ルス感染症の影響が及ぶ中で阪神各市と統一的な取り扱いとすべく協議を行ったものの、

近隣自治体で無償化を実施することとされた例も承知している。 

本市では、無償化の検討を行ったものの、高齢者全員にワクチンが行き渡らない可能性

もあることなどを考慮し、公平性の観点から、従前どおり自己負担１５００円で実施して

いきたい。 

 

問 元年度から３年間の時限措置により、予防接種を受ける機会がなかった男性への風しん

対策事業を実施した結果、接種率が８５．５％と高率を示しているが、この接種率に係る

市の見解を伺いたい。 

答 この風しん対策事業は、昭和３７年４月２日から昭和５４年４月１日生まれの男性が、

公的に風しんの予防接種を受ける機会がなかったことから、元年度から３年間の時限措置

で実施している。接種率については、風しんの抗体検査受診者で結果が陰性であった方の

接種率を示しており、当該事業が３年間の時限措置であることが高接種率につながってい

るものと考えている。 

 

第５目 予防歯科センター費 

問 歯科診療事業において、前年度と比較して患者数、診療日数が増加傾向であるにもかか

わらず、事業費が約３０１８万円減額となっている点について、その要因を伺いたい。 

  答 令和元年度は、ゴールデンウィークの１０連休など、休日が例年より多かったことが診

療日数の増加の大きな要因であり、それに伴い患者数も増加したものと考えている。 

一方、事業費の減については、平成３０年度、キセラ川西プラザへの歯科診療所の移転

費用や備品購入に係る費用等費用が計上されていたものが、元年度では減額となったこと

によるものである。 

 

 第７目 病院費 

  問 病院事業会計支援事業について、決算成果報告書によると、指定管理者制度を導入した

令和元年度において、小児科医師２名、外科医師１名、緩和ケア科医師１名を確保したも

のの、入院・外来患者数が減少しているとの記述があることから、その要因について市の

考えを伺いたい。 

  答 医師については、欠員補充のほか、一部の診療科で増員されたものの、近年、減少傾向
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にある入院・外来患者数の動向を劇的に回復するには至らなかったものである。 

 

第２項 環境衛生費 

 第１目 環境衛生総務費 

  問 元年度では、犬の登録事業において、犬の登録鑑札及び狂犬病予防注射済票交付に係る

業務委託料として１５４万５０７８円が支出されており、当年度の狂犬病予防注射の接種

率は、世界保健機関基準を上回る７１．７％となっている。今後における接種率のさらな

る向上に向け、現状をどのように分析しているのか伺いたい。 

  答 毎年４月から６月の狂犬病予防接種期間に、全登録者に対して個別に案内を送付してお

り、公園や自治会館など市内６２カ所で集団予防接種を行っている。その後、未接種者へ

の再通知を行っているものの、なお一定数の未接種者がいる状況については、獣医師の証

明による接種猶予に加え、近年、日本で狂犬病の発症例がないことにより接種の必要性を

感じていない飼い主がいるのではないかと分析している。引き続き、接種率の高い他自治

体の手法も参考にしながら、さらなる接種率向上に向けて取り組んでいきたい 

 

 第３目 斎場費 

  問 令和元年７月より斎場の管理運営を指定管理者制度に移行し、本年度は指定管理料とし

て４５０４万７９９３円を支出しているが、指定管理者へのモニタリングの実施状況や市

民の評価について伺いたい。 

  答 モニタリングについては、条例や指定管理者管理運営マニュアルに基づき、主に、施設

の設置目的に関する達成状況や経費の削減といった各評価項目について検証しているもの

で、その内容は、指定管理者の自己評価、担当課による１次評価、専門知識を有する外部

評価者による２次評価を実施することとしている。 

また、市民からは、受付業務及び火葬業務については問題なく実施され、評価されてい

るものと認識している。 

 

第３項 清掃費 

 第１目 清掃総務費 

問 ごみ減量化とリサイクル推進事業では、決算成果報告書によると、当該年度、食品ロス

削減についての啓発事業として「川西市食べ残しゼロ運動」を初めとする取り組みをされ

ているようであるが、食品ロス削減の目標達成に向けた取り組み方針を伺いたい。 

答 「食べ残しゼロ運動」は飲食店における取り組みであり、買い物前に冷蔵庫をチェック

することや調理する際の注意点など、家庭での食品ロス防止に関する取り組みについてホ

ームページなどでＰＲしているところである。 
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令和元年度は、食品ロス削減推進法が施行されたことで国・県においては計画を策定さ

れており、市についても同様の計画を策定する努力義務が課せられていることから、計画

の詳細について検討していきたい。 

 

問 元年度では、リユース子ども服譲渡会「ふクレル」を初めて開催しており、決算成果報

告書によると、応募者多数のため抽選参加となるなど好評を博したようであるが、その詳

細及び今後の市の方向性を伺いたい。 

  答 「ふクレル」は、サイズアウトした子ども服の市内での有効活用・子育て支援・ごみ減

量意識の向上のため実施する子ども服リユース事業であり、元年度は、キセラ川西プラザ

で初めて開催している。その結果、５２組１６１人に参加いただき、合計４７８点のリユ

ースが行われたことから、ごみの減量につながったものと考えている。 

この事業については、市民に好評であり、ごみの減量にも効果があることから、令和２

年度も新型コロナウイルス感染症拡大予防に配慮し、インターネットを活用して実施した

ところであり、今後も本事業を継続して実施する考えである。 

 

 第２目 ごみ処理費 

  問 分別収集事業において、平成２８年５月に有料化された大型ごみの収集について、議案

質疑資料によると、歳入として、大型ごみ処理券を５万３７８３枚販売し、１６１３万  

４９００円の販売金額がある一方で、収集に係る歳出としては１０２５万２５３０円の決

算となっている点について、歳出の詳細と、ごみ処理券の販売金額と収集に係る歳出に係

る市の評価を伺いたい。 

  答 収集に係る歳出の主な内訳は、電話受付に係るオペレーターの人件費、消耗品費、印刷

費、システムやＯＡ機器に係る経費、販売店への販売業務委託料であり、今年度は歳入が

歳出を５８８万２３７０円上回る結果となっている。この差額分については、ごみステー

ションで使用する鳥獣対策用ネットを購入し配布するなど、一定、市民に還元しているも

のの、その取り扱いについては課題であると認識しており、今後検討していきたい。 

 

問 議案質疑資料によると、元年度の家庭ごみのサポート収集については、利用実績が   

１２４世帯であり、年々増加しているものと認識している。本市の高齢化の現状を踏まえ、

市として元年度の件数をどのように分析しているのか伺いたい。 

  答 サポート収集については、障害の等級や年齢、世帯構成などの要件に合致する場合に限

らず、職員が面談をしたうえで、必要性に応じて対象としており、高齢化が進行する中で

申請件数は年々増加するものと認識している。 

答 環境省も高齢者のごみ出し支援の必要性を認識していることから、同省の紹介する他自
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治体の先進事例等も参考にしながら、福祉部門とも連携を図るなど、サポートが必要な方

に情報が行き渡るよう効果的な広報活動に努めていきたい。 

 

 

第５款 労働費 

第１項 労働費 

 第１目 労働対策費 

  問 就労支援事業において、２１８万７０２４円の負担金が支出されている川西・しごとサ

ポートセンターについて、同センターの元年度における来所者数は２万７１３５人となり

前年度より増加しているが、求職者に対する同センターの周知策を伺いたい。 

  答 年度末の３月ごろより有効求人倍率などの指標も徐々に悪化しており、求職者の増加が

予測されることから、労働局などの関係機関と連携して、求職者の目につきやすい場所に

有効な情報を掲示するなど効果的な広報活動に努めていきたい。 

 

 

第６款 農林業費 

第１項 農林業費 

 第３目 農林業振興費 

  問 農業振興事業において、有害鳥獣等捕獲等に係る報償費として１６８万７０００円を支

出している点に関して、捕獲頭数は年々増加傾向にあるものの、捕獲を依頼する猟友会の

高齢化が大きな課題と認識しているが、元年度に取り組んだ対策や今後の方向性について

伺いたい。 

  答 猟友会の高齢化については認識しているものの、元年度には比較的若い会員の入会もあ

ったことから、これらの方が活動しやすい環境を整備していきたいと考えている。また、

農業者と猟友会、市の３者で会議を持つことによって鳥獣被害に係る課題を共有し、課題

解決に向けて取り組んでいきたい。 

 

 

第７款 商工費 

第１項 商工費 

 第１目 商工振興費 

  問 商工振興事業において、消費税引き上げに伴う低所得者・子育て世帯の消費に与える影

響の緩和や、地域の消費の下支えを目的として発行されたプレミアム付商品券の発行事業

に係る業務委託料として６７７６万２８１５円が支出されているが、議案質疑資料による
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と、約７７％が換金額上位２０店舗で消費されていることについて、事業目的の消費動向

につながったのか市の見解を伺いたい。 

  答 換金額の上位２０店舗のうち、スーパーマーケットが１１店舗を占めており、事業目的

である消費税率の引き上げによる消費の落ち込みを緩和するといった点では、日用品の消

費動向が高いスーパーマーケットが中心になったことは想定どおりである。また、本市の

利用率は、全国平均より上回り、県平均と同等という結果であったため、十分に事業目的

にかなう効果があったものと考えている。 

 

  問 中心市街地活性化推進事業において、中心市街地商業活性化助成金として１４６１万 

４０００円が支出され、中心市街地活性化協議会への運営支援等が行われているが、この

支援による中心市街地活性化の効果を伺いたい。 

  答 中心市街地活性化協議会については、商工会、川西能勢口振興（株）、川西都市開発（株）、

（株）パルティ川西等の構成メンバーが企画から実施、反省のところまで連携して取り組

まれており、中心市街地のにぎわいの創出のためさまざまなイベント等を実施されている。

また、藤ノ木さんかく広場のイベントの開催などでは、当該協議会のタウンマネージャー

が地域の担い手の方々と連携して、中心市街地のにぎわいづくりに向け精力的に活動いた

だいていると感じている。 

  

 第３目 観光費 

  問 歴史的・文化的資源を活用し川西をＰＲすることを目的とするイベント支援事業で、川

西市源氏まつりに５００万円、川西おもろ能に３００万４７５８円を補助金として支出し

ているが、決算成果報告書では、観覧者数の減少や実行委員会の後継者不足など、今後の

運営が懸念される内容が示されている。 

こういったイベントは、地域住民やボランティアなどの関係者によって支えられており、

継続して実施しなければイベントそのものが途絶えてしまうと危惧するが、これらの歴史

的あるいは文化的なイベントの振興に対する市の考えを伺いたい。 

答 ご指摘のようなイベントは、本来は市民主体のもので文化的価値の高いものと認識して

いるが、関係者の高齢化等による担い手の世代交代に課題があり、市民主体のイベントな

のか行政の事業なのかがわかりにくくなってきていると感じていることから、その目的や

実施方法について、常に議論することが必要であると考える。 

また、本市が源氏発祥の地であることやおもろ能などの文化を市民が身近に感じられる

環境づくりは重要であると感じるとともに、ご指摘のように、これらのイベントは、一旦

途絶えると再度実施することは困難であることから、イベントのあり方や実施方法につい

て、担い手の方と議論を深めながら進めていきたい。 
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  問 １００６万８９２８万が支出されている魅力創造事業では、シティプロモーションに取

り組まれているが、その効果や今後のあり方について考えを伺いたい。 

  答 シティプロモーションについては、定住・交流人口の拡大を目指して、都市のイメージ

アップと定住地としての魅力を市内外に発信するＰＲ活動を行ったところであり、シティ

プロモーションサイトの運用や全庁的リーフレットのデザイン等を図ったほか、３年間Ｆ

Ｍの放送等を活用して市のＰＲ活動を展開した結果、リスナーから好意的な反響があった

ことから、一定、効果があったものと感じている。 

    今後、市の情報発信については、広報誌も含め、広報全般の戦略を立てようとしており、

その中でシティプロモーションのあり方についても、費用対効果を含めしっかり議論して

いきたいと考えている。 

 

 

第８款 土木費 

第１項 土木管理費 

 第１目 土木総務費 

  問 知明湖活用推進事業において、国崎せせらぎ・龍化・出合地区の施設維持管理業務委託

料で９０５万６２７円が支出されているが、決算成果報告書によると、元年度には施設の

引継ぎに係る国との協議が始まったことが示されている。ダム湖周辺に訪れる人が増加し

ており、引き継ぎにより、施設の維持管理等の負担が大きくなることも予測されるが、国

から引継ぎに関する方向性等は示されているか伺いたい。 

  答 現在、国から具体的な方向性は示されていないが、国で整備された国崎せせらぎ広場等

の施設について、今後関係する１市２町と国とで全体的な協議が進められていくことにな

っており、時機をとらえて、一定有効、有益なものを選択しながら、引き継いでいきたい

と考えている。 

 

  問 緑化推進事業において、緑化推進事業補助金として７７１万２０００円を緑化協会に補

助しているが、決算成果報告書によると、同協会については令和３年３月で解散の方針が

示されている。そこで、今後の緑化推進事業のあり方等について市の考えを伺いたい。 

  答 緑化協会については、元年度でも、ＪＲ川西池田駅前花時計や駅前ロータリーなどの花

壇の草花等の交換を業務委託するとともに、市民緑化事業及び緑化思想普及啓発事業の運

営を担っていただいている。ご指摘のとおり、令和２年度末で解散することが決定してい

るが、これまで協会が行っていた緑化啓発や公園等で花壇の管理を行う市民団体活動など、

市として継続して行う緑化推進事業について、あり方等を検討しながら精査を行っていき
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たいと考えている。 

 

  問 公共交通支援事業において、オンデマンドモビリティサービスに係る実証実験検討業務

等業務委託料として２３４万３０００円を支出し、新たな公共交通の仕組みづくりの検討

が行われたが、今後、実証実験後の姿を地域にしっかり伝えた形で実証実験を進めていく

に当たり、この実証実験の最終目標は、どのように設定されているのか伺いたい。 

  答 オンデマンドモビリティサービスの実証実験については、人口減少や高齢化が顕著なニ

ュータウン等で新たな交通移動手段等を模索して、若者たちが住みたいと思うまちを創造

するといったことを目的としている。最終的には、実証実験を行った交通がその場所にお

いて、持続可能な交通の媒体になることを期待するものであり、交通の必要性や地域の交

通課題の解決に向けて、市からの補助等が必要ではないかと認識しているところである。 

 

第２目 交通安全対策費 

問 放置自転車対策事業において、決算成果報告書によると放置自転車の台数は昨年度と同

程度で推移しているものの、川西能勢口駅周辺は増加しているものと認識していることか

ら、同駅周辺における駐車スペースや放置自転車対策の取組状況等について伺いたい。 

  答 川西能勢口駅周辺の駐輪場については、約８０％から９０％の利用率であり、駐輪場が

利用できないというような状況ではないと考えている。また、取り組み状況としては、放

置自転車の監視や指導等の事業の中で、どういった場所に自転車が放置されているのか、

駐車実態を把握して重点地区を指定し、啓発等を行っているところである。 

 

  問 交通安全啓発事業に関して、決算成果報告書には、新たに高校生を対象とした自転車の

安全指導を実施したことが示されているが、その取り組み内容について伺いたい。 

  答 高校生への自転車安全指導については、学校の教育課程が決まっている中で、新たな交

通安全の啓発に係る授業枠がいただけるよう調整するとともに、その後、危険な個所のヒ

アリングに応じて、団体に委託しながら専門的な見地からの交通安全に係る啓発内容を精

査している。 

 

第２項 道路橋りょう費 

 第２目 道路維持費 

  問 道路・水路維持補修事業において、道路・水路に係る修繕料で６３６７万２１４６円が

支出されており、決算成果報告書によれば、道路・水路の補修等の件数のほか、劣化の激

しい道路の舗装工事の件数についても増加傾向を示しているが、補修件数の増加要因や道

路に係る市民要望に関する今後の見通しについて伺いたい。 
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  答 道路・水路維持補修については、平成３０年度に豪雨による大規模災害があったため、

小規模な案件に係る市民要望が現れてこなかったと認識している。こういったことから、

相対的に元年度は増加したものと考えており、劣化の激しい部分の舗装工事についても、

過去から要望があった内容を精査しながら、予算の範囲内で順次取り組んできたところで

ある。 

今後、市民からの道路に係る要望等の見通しについては、従来、地域で対応していただ

いていた除草等を例にとると、高齢化により作業が困難となり市へ要望されるケースなど

が増加する状況にもあり、防草シートを活用するなど、手間のかからない方法により対応

することでより多くの要望に応えていきたいと考えている。 

 

第３項 都市計画費 

 第１目 都市計画総務費 

  問 都市計画管理事業において、決算成果報告書に都市計画道路網見直し対象一覧が示され

ているが、変更や廃止になった路線のほか、見直し対象路線の地元に対する説明の状況等

について伺いたい。 

  答 元年度では、都市計画道路網の見直し対象８路線のうち、１路線に関しては変更、２路

線に関しては廃止という都市計画審議会の答申をいただいたところである。 

変更の路線に関しては、地元説明を既に行ったところであり、今後ホームページ等でも

お知らせしていきたいと考えている。また、廃止路線については、歩行者用の道路が整備

されるなどの条件が整わないと廃止には至らないことから、廃止ができる環境が整い次第、

地元に説明に参りたいと考えている。 

 

 第２目 街路事業費 

  問 街路新設改良事業では、豊川橋山手線の新設改良工事について、１億６７５５万    

６８３６円で用地先行取得事業特別会計から事業用地を買い戻しているが、決算成果報告

書によると地権者との交渉が難航している箇所があると示されている。現在、歩道が途切

れている部分もあることから、事業用地の取得に係る進捗状況等について伺いたい。 

 答 現在、豊川橋山手線の用地買収の進捗率については、約９５％の契約が完了しているが、

用地契約の終了後も家の解体等には時間を要することもあり、ご指摘のように歩道整備が

整備できていない部分がある。また、未契約の方についても、令和３年度の事業完了に向

け、粘り強く交渉に取り組んでいきたいと考えているところである。 

 

第５目 公園緑地費 

  問 公園改良事業において、議案質疑資料によると、公園遊具の設置状況が計画数４２基に
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対し、５５基が設置されている状況となっており、危険遊具を撤去して、新たな遊具への

更新等が計画以上のペースで進められていると考えるが、現在の公園遊具の更新等の状況

について伺いたい。 

  答 公園遊具の更新については、公園長寿命化計画に基づいて順次更新するとともに、毎年、

公園の法定点検を行い危険な遊具が判明した場合は、優先度の高いものから公園の遊具の

更新を進めているところである。これにより、一定危険度の高い遊具については、更新が

進められていると考えるが、年数の経過により、新しい遊具も順次劣化していくことから、

今後も長寿命化計画に基づき遊具の更新について対応していきたいと考えている。 

 

第４項 都市環境費 

 第１目 空港周辺整備費 

  問 空港周辺地域整備事業において、決算成果報告書では、道路計画等の見直しを行い南部

地域整備実施計画の変更を行ったことが示されているが、当計画の変更内容や現在の進捗

状況等について伺いたい。 

  答 南部地域整備実施計画の変更については、主に道路計画の見直しと新たに雨水排水整備

計画を盛り込んだところであり、変更内容については令和２年６月から８月上旬に地域へ

の説明会を実施し、概ねご理解いただいたところである。また、南部地域整備実施事業の

進捗については、施設などの整備が２２％、道路の計画が１７％、公園の整備が３８％、

全体で２６％という状況となっている。 

 

  問 騒音環境対策事業において、１３５万７０００円で空調機器機能回復工事助成事業を実

施しているが、決算成果報告書によると、空調機器の更新工事４回目及び１人世帯の更新

工事３回目を制度化する必要があるということであるが、制度化に向けての取り組み状況

について伺いたい。 

  答 空調機器の更新工事については、現在更新工事は３回目までは制度化されているが、４

回目の更新については新たに制度設計する必要がある。対象者が３年度には出てくる状況

であることから、事業の実施主体者である関西エアポート株式会社に周辺５市から申し入

れ、制度化の意向が示されている。しかしながら、航空機騒音防止法に基づく制度である

ため国との調整が必要ということであり、制度から漏れる対象者がないよう周辺市から申

し入れを行っているところである。 

    また、１人世帯の更新工事３回目の制度化については、対象者の把握が非常に難しいこ

とから、今後の対応について、周辺５市と関西エアポートも交えて協議している状況であ

る。 
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第５項 住宅費 

 第１目 住宅総務費 

  問 住宅政策推進事業において、空き家対策として３０年度から創設された空き家活用リフ

ォーム助成の利用件数は、３０年度がゼロ件、元年度が１件と低利用となっており、その

要因分析と改善に向けた考え方を伺いたい。 

  答 当該助成については、市外から転入する子育て世帯等が築２０年以上の空き家を改修す

る費用の助成としていたものを、令和元年度については、市外に加えて市内在住者も対象

とするほか、築年数を築１０年以上に緩和するなどの要件を見直したものの、１件の実績

に止まったところである。その要因は、ＰＲ不足と考えているが、今後においても、可能

な範囲で要件等の見直しを行ったうえ、さらなるＰＲに取り組んでいきたいと考えている。 

 

第２目 住宅管理費 

問 市営住宅維持管理事業において、平屋団地の解体費用として１１５１万４０００円が支

出されている。決算成果報告書によると、老朽化した平屋団地の対象戸数７６戸のうち  

３９世帯の住替え等が行われているが、これまでの取り組み状況等について伺いたい。 

  答 平屋団地については、当初１１０以上の戸数があったが、耐用年数が超過していること

から、入居者に対して、他の市営住宅への住替え斡旋等を行ったほか、可能なところから

順次解体を進めており、令和元年度末の入居戸数は３７戸となっている。住み替え等の移

転に関しては、長年入居され、高齢になられているケースもあることから、引き続き入居

者の方と丁寧に話し合いながら進めていきたいと考えている。 

 

  問 花屋敷団地建替事業において、ＰＦＩ事業委託料として５億８９８９万９８４０円が支

出されているが、令和元年度におけるＡ棟等の解体工事実施に伴う騒音等の対応のほか、

アスベストの対策状況についても伺いたい。 

  答 解体事業においては、西、南側に民間住宅があり、東側にＣ棟、北側にＥ棟というよう

に周辺を住宅地に囲まれていることから、騒音や粉塵等については細心の注意を払いなが

ら工事を進めたほか、騒音等の苦情が入った場合も現場事務所と連携しながら、速やかに

対応を行ったところである。また、アスベストについても、解体時に想定外の場所から発

見されたが、非飛散型であったため、適切に事業者とともに対応したところである。 

 

 

第９款 消防費 

第１項 消防費 

 第１目 常備消防費 
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  問 消防活動事業において、消防年報によると元年の火災件数のうち「その他の火災」が  

１３件となっており、平成３０年の２７件と比べ半減しているが、その要因について伺い

たい。 

  答 「その他火災」の件数減少の要因は、県道川西インター線の中央分離帯の植え込み内で

の火災が、平成３０年で１１件あったものが、令和元年で４件と大きく減少したことが寄

与しているものと考えている。これは、従前、中央分離帯に保水目的で敷き詰められてい

たマルチング材等に、たばこのポイ捨てなどによる出火が多く発生していたため、道路を

管理する県に改善要望を行い、マルチング材を全て難燃性のものに交換していただいたこ

とによるものと考えている。 

 

問 火災予防事業において、決算成果報告書によれば、危険物許可施設や防火対象物に対し

て立入検査を行い７件の重大な消防法令違反により改修を指導したことが示されている

が、毎年、立入検査を実施される中で、なお多数の是正勧告を行う箇所が発生することの

要因等について伺いたい。 

  答 令和元年度については、防火対象施設２５９９施設のうち５６４施設の査察を行ってお

り、各施設概ね４年に１回ほどの間隔で査察に入っているのが現状である。是正対象施設

は、査察の結果に基づいた改修等の対応を行っていただいているが、その後、機械の故障

やテナントの変更などが生じる場合があり、毎年大小の違反是正を行う結果となっている。 

 

第２目 非常備消防費 

  問 消防団活動推進事業において、消防団員に対する報酬として２６５１万３６５０円が支

出されている。決算成果報告書によると男性消防団員の火災等出場が平成３０年度９６１

人に対し４４８人、訓練等出場で同９０２人に対し５０５人と出場人数が少なくなってい

るが、その要因について伺いたい。 

  答 火災等出場については、平成３０年度は、７月の豪雨や９月に台風２１号等の災害が発

生したことから、令和元年度は相対的に出場人数が減少したものと分析している。 

また訓練等出場については、元年度には猪名川花火大会が中止になったほか、３月の火

災予防週間に行っている訓練が新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったこ

と、さらには２年に１回開催されるポンプ操法大会が元年度は開催されなかったことなど

が、前年度より出場人数が減少した要因と考えている。 

 

第５目 災害対策費 

  問 災害対策事業において、決算成果報告書によると、防災士資格取得者状況が累計で８７

人と示されている。防災士の資格を取得するためには、ひょうご防災リーダー講座等を受
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講する必要があると考えるが、資格取得に向けた講座を受講する際の支援等の状況につい

て伺いたい。 

  答 防災士の資格を取得するには、ひょうご防災リーダー講座、または日本防災士機構が認

証した研修機関が実施する防災士研修講座を受講する必要があり、これらの講座を受講の

うえ、防災士の資格を取得された方について最大３万円の補助を行っており、令和元年度

は８名の方に補助している。 

 

 

第１０款 教育費 

第１項 教育振興費 

 第２目 教育振興費 

  問 教育情報推進事業においてＯＡ機器等使用料として８７５万１２４０円が支出されてい

る校務支援システムについて、決算成果報告書によると運用から３年が経過し、ＩＣＴ機

器を活用できる能力を有する教員が９０％を超えたことが示されているが、これまでの取

り組み成果について伺いたい。 

  答 教員に対しては、市教委及び各校においてＩＣＴ機器に係る研修を重ねて実施してきた

経過があり、活用能力は年々向上している。今後、全児童・生徒にタブレット端末を用い

て指導しなければならない点を考慮すると、１００％に可能な限り近づけることが必要と

考えることから、引き続き研修を実施していきたいと考えている。 

 

 第３目 学校教育推進費 

  問 教育研究事業において、子どもの主体性を育むことを目的として令和元年度より取り組

みが始まり、事業費９万７３９２円が支出されている子ども自主活動支援事業について、

参加児童・生徒の様子や反応など、事業の実施状況を伺いたい。 

  答 当該事業は「かわにし子どもプロジェクト」として幅広く参加者を募ったところ、２９

チーム・１１６名の応募があり、１次の書類審査、２次のプレゼンテーションと審査を実

施している。その結果、清和台小学校６年生のチームによる「みんなでつくろう！ きん

たくんパン」が採択され、本年３月にはパンづくり教室を行う予定としていたが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により中止せざるを得なくなったところである。２年度に

おいては、当該チームへのインタビューを中心にこれまでの取り組みを総括するＤＶＤを

作成し、これまでの経過をさまざまな場面で紹介していければと考えている。 

 

  問 適応教室運営事業で教室運営に係る嘱託員報酬として１０２４万８９３０円、生徒指導

支援事業で臨床心理士及びスクールソーシャルワーカーに係る嘱託員報酬として９９９万
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６５６３円が支出されているが、議案質疑資料によると、小・中学校の不登校及びいじめ

認知件数が年々増加している状況が見受けられる。そこで、この状況に対する市の見解や

具体的な対応策について伺いたい。 

  答 不登校については、ご指摘のように増加傾向にあるが、未然防止・初期対応・再発防止

の観点からの取り組みを進めるとともに、学校内適応教室で授業を受けられるような対応

を各校で充実させることにより、不登校を減らしていきたいと考えている。また、いじめ

対応川西市ネットワーク会議等の生徒指導関連の会議を充実させることで、不登校を生ま

ない学校づくりに向けて取り組んでいきたいと考えている。 

一方、いじめ認知件数については、教職員がいじめに対する感度を一層上げたことによ

り、これまでは見過ごしがちだった事案が認知されるようになった側面もあると捉えてい

るものの、そもそもいじめが起きない土壌づくりやいじめを認知した際には初期対応にし

っかりと取り組むことが重要であると認識している。 

 

問 青少年育成事業において、当該年度に設置されたＰＴＡあり方検討会について、委員報

償費４９万３５００円が支出されているが、ＰＴＡ組織の加入は任意とはいうものの、学

校と地域のさまざまな発展にこれまで重要な役割を果たしており、名称を変更したとして

も、保護者等が平等に参加するような組織に再編するなど、子どもたちの健やかな成長に

資する組織でなければならないと考えている。 

そこで、本事業の掲げる「地域と学校が連携・協働して児童生徒の成長を支える活動の

推進を図る」といった目的に対して、同検討会がどのような議論がなされてきたのかを伺

いたい。 

  答 ＰＴＡあり方検討会は、当年度中に４回開催しており、任意加入や個人情報の取り扱い

をはじめ、会費の徴収、役員選出といったＰＴＡ活動で生じる課題やＰＴＡの組織そのも

のについて議論を深めており、検討結果を各学校の単位ＰＴＡや学校長に伝えている。 

これを受け、単位ＰＴＡでは検討結果を参考として、入会届を導入やＰＴＡ会費の徴収

委託契約を行うなど、事前アンケートも含めて活動方法を見直す取り組みを行ったＰＴＡ

もあると聞き及んでいる。 

  答 当該検討会では、ＰＴＡは任意加入の組織であることを前提とした議論がなされたとこ

ろである。 

教育委員会では、ＰＴＡが学校教育活動の場で重要な役割を担っていると認識している

ものの、任意加入であることから、持続可能な形に変容させていかなければならないもの

と考えており、現在、各校でそのあり方について検討しているところである。 

また、ＰＴＡに加入しなくても子どもや学校を支援したいという保護者も少なくないた

め、各校では入会しなくても支援できる仕組みを模索しているほか、新たに設置した地域
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学校協働本部の中で支援にかかわってもらえるような検討を進めている学校も見受けられ

る状況である。 

 

  問 学校人権教育推進事業については、前年度の決算額が１１０万１４２９円である一方、

当年度は５４万９１１円と半減していることから、大幅な減額となった要因について伺い

たい。 

  答 各校における人権教育学習のうち、多額の費用を要するＣＡＰ（子どもへの暴力防止）

学習の実施を希望する学校に対して重点的に費用を配分していたが、学校間の公平性の観

点から、当年度からはＣＡＰの実施の有無にかかわらず各校のクラス数に応じて費用を配

分する方法に変更し、各校に配分した額は若干増えたものの、結果として総事業費は減額

となったものである。 

 

第２項 小学校費 

 第１目 学校運営費 

  問 ７２５万６５４２円が支出されている小学校図書整備事業について、決算成果報告書に

よると各校の学校図書館蔵書率に差が生じているが、中でも明峰小学校の蔵書率が他校に

比べて著しく高くなっている要因について伺いたい。あわせて、図書は数だけでなく子ど

もの年齢や成長に見合った内容であることが肝要と考えることから、図書の寄贈を受ける

際にどのように精査しているのか伺いたい 

  答 同校については、過去に地域の方から大量の図書を寄附していただいたことにより、他

行より高い蔵書率となっている。 

これら地域の方などから寄附される図書については、学校で購入する場合と同様に、司

書教諭が中心となって学校図書館司書や図書ボランティアとともに子どもの現状を考慮し

ながら必要な図書を選定している。 

 

 第２目 学校給食費 

  問 小学校給食運営事業に関して、コロナ禍による本年３月の学校一斉休業に伴い、市立留

守家庭児童育成クラブ入所児童や預かり児童を対象にランチ提供を実施したことについ

て、職員の連携によって実現し、市民に大変喜ばれたものと認識しているが、本件につい

てどのように総括されているのか伺いたい。 

  答 ３月３日から臨時休校となり急遽ランチ提供を実施することとなったが、人員体制の問

題に直面したことなどにより、提供可能日数が限定される結果となった。あわせて、学校

でランチ代を徴収するための例規整備や献立作成をはじめとする事務手続きに追われたた

め迅速な対応を失してしまったことに鑑み、可能な範囲で提供可能日をさらに確保したか
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ったと感じている。 

  

第５項 特別支援学校費 

 第１目 学校運営費 

  問 特別支援学校教育支援事業において、介護タクシーに係る借上料として１２５５万  

９５２５円が支出されているが、この効果について市の見解を伺いたい。 

  答 川西養護学校では業務委託によりスクールバスでの送迎を実施しているが、介護タクシ

ーについては、医療的ケアを要する子どもや長時間の乗車が困難な子どもの負担軽減に寄

与しているものと考えている。 

 

第７項 生涯学習費 

 第６目 図書館費 

  問 図書館施設維持管理事業で、設備保守管理委託料で２９０万３１４０円が支出されてい

るが、中央図書館では開館以来使用されているエレベーターの老朽化が進んでおり、早急

に改修が必要であると考えるが、市の見解を伺いたい。 

  答 中央図書館用エレベーターについては、安全に運用できるよう定期的な保守点検を行っ

ており、経年により生じる機械の老朽化については、必要な対応をその都度判断しつつ安

全の確保に努めていきたい。 

 

 

第１１款 災害復旧費 

質疑なし 

 

 

第１２款 公債費 

質疑なし 

 

 

第１３款 予備費 

質疑なし 

 



- 32 - 

 

３．特記事項 

議案質疑資料あり（令和元年度決算各会計消費税の影響額（１０月以前８％までと  

１０月以降１０％になってから別）について ほか） 

 

４．審査結果 

原案認定（賛成多数） 

 

 


